
令和元年に「せんだい都心再構築プロジェクト」の始動を契機として、事業化を検討する地区が増加した一方で、
新型コロナウイルス感染症の拡大を経て、世界的な物価高騰や国内における労務費の高騰などによる建設に係
る経費の増大が市街地再開発事業の推進にあたり課題となっております。
これらの状況を踏まえ、本市の市街地再開発事業補助金の拡充を行い、事業化を後押しすることで、更なる都
市機能の強化に繋げます。

拡充の背景

方針

仙台市市街地再開発事業補助金制度の拡充

市街地環境の改善と合わせ、都心の魅力向上や賑わいを創出する拠点の形成を強く推進するため、都市再生
特別地区の都市計画決定を受けて実施する市街地再開発事業を対象として、補助額の拡充を行います。

都市貢献の高い事業※１に対し、以下の補助金拡充を行います

※１ 都市貢献の高い事業 ： 都市再生特別地区における市街地再開発事業で、住宅を含む計画を除く
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補助上限額

全体事業費２５％ 上限なし

共同施設整備費対象容積率の上限

容積率＋150％ １０００％

地区内残留者補償費

低層・非耐火建築物が密集 全てを対象

実施期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

（現に都市計画決定がなされ、改正日の前日までに工事未着手の事業
を含み、令和１３年３月３１日までに市街地再開発事業の都市計画決定
がなされたもの）

対象区域

都市再生緊急整備地域（右記の赤枠区域）

都市再生緊急整備地域
特定都市再生緊急整備地域

仙台市役所

JR仙台駅

都市再生緊急整備地域

対象事業

市街地環境の改善と合わせ、都心の魅力向上や賑わい創出に資する
事業で、都市再生特別地区の都市計画決定を受けて行う市街地再開発
事業が対象となります。

問合せ先 都市整備局 都心まちづくり課 TEL： 022-214-8314(直通)
E-Mail： tos009225@city.ｓendai.jp

通常の補助 前回の補助拡充

支出 収入 支出 収入

総事業費 施行者
負担

総事業費 施行者
負担

18％
25％

補助金

総事業費
施行者
負担

今回の補助拡充

支出 収入

補助金
補助金

補助金額の上限

補助対象事業費※2の１/３ 補助対象事業費の２/３ 補助対象事業費の２/３

上限
なし

補助金額の上限

補助金額の上限補助対象事業費

補助対象事業費 補助対象事業費

補助のイメージ

※2 補助対象事業費 : 調査設計計画、土地整備(除却費等)、共同施設整備(廊下・階段等の不特定多数の人が使用できる共用通行部分等)
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